
様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 金融知識普及功績者表彰関係ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

国民の金融に関する知識の普及・向上に功績のあった者及

び団体に対して、その功績を顕彰するため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５現住所、６職業、

７職歴、８団体活動歴、９表彰歴、10功績、11活動状況 

記録範囲 金融知識普及功績者表彰候補者 

記録情報の収集方法 県金融広報委員会、県・市町村教育委員会等から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 金融庁総合政策局 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 事務の根拠法令（金融知識普及功績者表彰要領） 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
消費生活協同組合（連合会）厚生労働大臣表彰関係ファイ

ル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

法の理念にのっとって健全な事業運営を行い、他の模範と

認められる消費生活協同組合及び組合役員等に対し、その

功績を顕彰するため。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３現住所、４性別、５役職名、６役職

員歴、７表彰歴、８功績の概要 

記録範囲 厚生労働大臣表彰候補者 

記録情報の収集方法 消費生活協同組合（連合会）から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 事務の根拠法令（金融知識普及功績者表彰要領） 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 消費者支援功労者表彰関係ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

消費者支援活動に極めて顕著な功績のあった個人又は団

体・グループに対して、その功績をたたえ顕彰するため。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３年齢、４性別、５住所、６職業、７

活動の内容及び成果、８職歴、９表彰歴 

記録範囲 消費者支援功労者表彰候補者 

記録情報の収集方法 市町村、関係団体から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 消費者庁消費者教育推進課 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 事務の根拠法令（消費者支援功労者表彰等実施要綱） 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県消費生活審議会委員の情報 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

委員との連絡手段及び委員会での報償費等支給のために利

用する。 

記録項目 
１氏名、２連絡先、３生年月日、４年齢、５住所、６職業、

７職歴、８学歴、９活動状況 

記録範囲 茨城県消費生活審議会委員 

記録情報の収集方法 茨城県消費生活審議会委員から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 事務の根拠法令（茨城県行政組織条例） 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県文化芸術功労者表彰推薦書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

本県の文化芸術活動の分野において著しい功績を収め、県

の文化芸術振興に寄与した者を表彰するため。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５現住所、６活動分

野・職業、７学歴・職歴・役職歴、８文化芸術活動状況 

記録範囲 茨城県文化芸術功労者表彰推薦候補者 

記録情報の収集方法 
市町村長、茨城文化団体連合会長又は公立文化施設館長か

ら、候補者の推薦書の提出を受ける。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 事務の根拠法令（茨城県文化芸術功労者表彰実施要項） 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県文化審議会委員の情報 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

委員との連絡手段及び委員会での報償費等支給のために利

用する。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５現住所、６所属・

役職、７電話番号・メールアドレス 

記録範囲 茨城県文化審議会委員 

記録情報の収集方法 茨城県文化審議会委員からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 
事務の根拠法令（茨城県行政組織条例、茨城県文化審議会

規則） 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県交通安全対策会議委員名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県交通安全対策会議委員との連絡のために利用する。 

記録項目 
１委員所属機関、２委員氏名、３年齢、４生年月日、 

５性別、６住所、７役職、８委員選出区分、９就任年月日 

記録範囲 茨城県交通安全対策会議委員として任命した者 

記録情報の収集方法 本人からの届け出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

     安全なまちづくり推進室 

（所在地）茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県交通安全対策会議委員担当者連絡先 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県交通安全対策会議委員との連絡のために利用する。 

記録項目 
１委員所属機関、２委員役職、３委員氏名、４担当者役職、

５担当者氏名、６電話番号、７住所、８メールアドレス 

記録範囲 茨城県交通安全対策会議委員が所属する機関の連絡担当者 

記録情報の収集方法 本人からの届け出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

     安全なまちづくり推進室 

（所在地）茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 交通安全ポスター作品コンクール関連ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

児童･生徒の交通安全意識の高揚を図るために実施する標

記コンクールに関する事務のため利用する。 

記録項目 1 氏名、2 学校名、3 学年 

記録範囲 交通安全ポスターコンクールに応募した者 

記録情報の収集方法 
各市町村教育委員会（市町村立小･中学校）、国立･私立･県

立各学校から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

安全なまちづくり推進室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県交通安全教育講師名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県交通安全教育講師との連絡のために利用する。 

記録項目 １講師氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 茨城県交通安全教育講師 

記録情報の収集方法 本人からの届け出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

     安全なまちづくり推進室 

（所在地）茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 交通安全功労者･功労団体褒賞関連ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

交通安全の推進に尽力し、交通事故の防止に多大な功績の

あった者の褒賞に関する事務を遂行するために利用する。 

記録項目 
1 氏名、2 生年月日、3 住所、4 連絡先、5 職業、 

6 職歴の概要、7 功績の概要、8 過去の表彰歴 

記録範囲 市町村、庁内関係課等から推薦された者 

記録情報の収集方法 各市町村、各庁内関係課･国関係機関から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

安全なまちづくり推進室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 交通安全県民運動模範推進者褒賞関連ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

交通安全対策の推進に積極的に取り組んだ者の褒賞に関す

る事務を遂行するために利用する。 

記録項目 

1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 年齢、5 住所、 

6 職業・勤務先、7 所属団体・役職名、8 活動内容、 

9 活動実績 

記録範囲 市町村から推薦された者 

記録情報の収集方法 各市町村から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先  － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部生活文化課 

安全なまちづくり推進室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 － 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県犯罪被害者等施策検討委員会 委員名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

委員との連絡手段及び委員会での報償費等支給のために利

用する。 

記録項目 

１所属・団体等、２氏名、３自宅住所、４勤務先住所・名称 

５勤務先での役職、６その他の組織等、７電話番号、 

８メールアドレス 

記録範囲 茨城県犯罪被害者等支援施策検討委員として任命した者 

記録情報の収集方法 委員への確認 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県民生活環境部生活文化課 

安全なまちづくり推進室 

（所在地）310⁻8555 茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 浄化槽保守点検業者登録簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部環境対策課水環境室 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和61年3

月26日茨城県条例第3号）に基づく浄化槽保守点検業者を登

録する。 

記録項目 

１氏名又は名称、２代表者の氏名、３住所、４電話番号、５

役員、６営業所名称、７営業所所在地、８営業区域に属する

市町村の名称、９浄化槽管理士氏名、10浄化槽管理士免状

交付年月日、11浄化槽管理士免状交付番号、12浄化槽管理

士担当区域に属する市町村の名称 

記録範囲 

茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和61年3

月26日茨城県条例第3号）に基づき、登録を行った浄化槽保

守点検業者 

記録情報の収集方法 保守点検業を営もうとしている者からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 営業区域先市町村 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部環境対策課水環境室 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 □法第60条第２項第２号 



政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 自動車リサイクル法業者管理システム 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部廃棄物規制課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

自動車リサイクル法に係る登録・許可事務における審査の

ため利用する。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５本籍・国籍、

６在留カードの番号 

記録範囲 

申請者、役員（申請者が法人である場合）、発行済株式数の

100分の５以上の株式を有する株主又は出資額の100分の５

以上の額に相当する出資をしている者（申請者が法人であ

る場合において、当該株主または出資をしている者がある

とき）、令５条に規定する使用人（申請者に当該使用人があ

る場合）、申請者が未成年である場合その代理人 

記録情報の収集方法 申請者による申請、市町村等に対する照会 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）県民生活環境部廃棄物規制課 

（所在地）茨城県水戸市笠原町978番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 □法第60条第２項第２号 



政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県ボランティア監視員制度事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部 廃棄物規制課不法投棄対策室 

県民生活環境部 環境政策課県央環境保全室 

総務部 各県民センター環境・保安課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

各種事業・研修等の通知、不法投棄に関する通報に対する

詳細事項の照会、茨城県不法投棄防止功労者表彰者の選考

等 

記録項目 
1氏名、2年齢・生年月日、3住所・居所、4電話番号、5職業

・職歴 

記録範囲 
茨城県ボランティアU.D.監視員として登録した者（平成１

０年度以降） 

記録情報の収集方法 新規登録時の申請による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 一般社団法人茨城県産業資源循環協会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称） 

茨城県県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室 

（所在地）茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの
名称 

サポートライダー認定者リスト 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが
利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称 

県民生活環境部スポーツ推進課 

条例個人情報ファイルの
利用目的 

県内外のサイクリストへのルート案内や観光案内、また市町

村、民間団体などのイベントライド開催時に派遣を行う際の管

理 

記録項目 

１氏名、２現住所、３メールアドレス、４電話番号、５年齢、６性別、７

スポーツサイクル歴、８所属(勤め先・チームなど)、９直近のロングライ

ド歴、10メカニックスキル、11スタッフライダー経験の有無と内容 

記録範囲 いばらきサイクリングサポートライダーへの申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部スポーツ推進課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等 

－ 

条例個人情報ファイルの
種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 
茨城県生涯スポーツ指導員養成講習会兼茨城県スポーツリ

ーダーバンク登録指導者講習会認定者一覧 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

県民生活環境部スポーツ推進課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

生涯スポーツ指導員認定証及びスポーツリーダーバンク登

録証の発送、スポーツリーダーバンク登録指導者紹介の際

の管理 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢、４現住所、５推薦元市町村・団体、

６生涯スポーツ指導員認定番号、７スポーツリーダーバン

ク登録の有無、８指導可能種目、９スポーツリーダーバン

ク登録有効期間 

記録範囲 
茨城県生涯スポーツ指導員養成講習会兼茨城県スポーツリ

ーダーバンク登録指導者講習会受講者 

記録情報の収集方法 本人からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部スポーツ推進課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 









様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県男女共同参画推進員申込書 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県ダイバーシティ推進センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

推進員の委嘱にあたっての委嘱基準・資格等の審査 

記録項目 

１氏名、２性別、３年齢・生年月日、４住所・居所、５電話

番号、６ＦＡＸ・メールアドレス、７職業・職歴、８学業・

学歴、９提出されたレポート 

記録範囲 茨城県男女共同参画推進員申込書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申込 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県ダイバーシティ推進センター 

（所在地）〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-5-38 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 評価委員名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県霞ケ浦環境科学センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

中期運営計画及び年度実施計画の取組状況や目標の達成

度について評価するため、評価委員を委嘱する。 

記録項目 １氏名、２所属機関、３地位・役職 

記録範囲 評価委員として委嘱された者 

記録情報の収集方法 本人からの提出、所属が公表している資料 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県霞ケ浦環境科学センター 

（所在地）〒300-0023 土浦市沖宿町1853番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 客員研究員名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県霞ケ浦環境科学センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

環境科学に関連する分野で、相当の研究実績及び専門知識

を有する研究者を客員研究員として委嘱し、研究機能の向

上及び活性化並びに研究体制の充実を図る。 

記録項目 

１氏名、２所属機関、３地位・役職、４住所（勤務先）、５

電話番号（勤務先）、６ファクシミリ番号（勤務先）７メー

ルアドレス（勤務先） 

記録範囲 客員研究員として委嘱された者 

記録情報の収集方法 本人からの提出、所属が公表している資料 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県霞ケ浦環境科学センター 

（所在地）〒300-0023 土浦市沖宿町1853番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 サポーター及び図書貸出カード登録名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県霞ケ浦環境科学センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

センターイベント等の周知、文献資料の貸出し 

記録項目 
１整理番号、２氏名、３住所・居所、４電話番号、５ファッ

クス番号・メールアドレス 

記録範囲 サポーター及び図書貸出カード登録の申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県霞ケ浦環境科学センター 

（所在地）〒300-0023 土浦市沖宿町1853番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 
図書貸出カードのみの登録者は、センターイベント等を周知しないた

め、ファックス番号、メールアドレスは記録しない。 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 パートナー登録名簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県霞ケ浦環境科学センター 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

パートナー活動の照会 

記録項目 
１整理番号、２氏名、３性別、４年齢・生年月日、５住所・

居所、６電話番号、７ファックス番号・メールアドレス 

記録範囲 パートナー登録の申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県霞ケ浦環境科学センター 

（所在地）〒300-0023 土浦市沖宿町1853番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 


